


▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

同時▶▶▶



詳しい説明はこちらをご覧ください⇒



特定非営利活動法人（NPO法人） 市民後見センターはままつは、東京大学「市民後見人養成講座」
の修了生が中心となり、2013年4月に設立したNPO 法人です。市民後見人の養成、成年後見制度の
相談・利用支援、成年後見の法人受任等を行っています。
当NPO法人の会員には、看護師等の医療関係者、司法書士・行政書士等の法律関係者、社会区福
祉士・介護福祉士等の福祉関係者、社会保障の専門家である社会保険労務士、税理士、ファイナン
シャル・プランナー等のお金の専門家、消費生活アドバイザー等、多種多様な人材がおり、市民の
皆様をサポートいたします。

特定非営利活動（NPO）法人 市民後見センターはままつ
設 　 立：2013年4月
会 員 数：65名（2025年7月1日現在）
住 　 所：浜松市中央区木戸町4番51号
電 　 話：090-2688-7076
受付時間：10:00～16:00（土日祝日休み・不在時は折り返しいたします。）
Ｆ Ａ Ｘ：053-460-3414

※すべての契約は、公正証書で作成します。別途、公証役場に支払う公正証書作成費のほか、戸籍謄本な
どの取得費用が必要となります。1契約あたり3万円程度が目安です。
※家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てをする際の書類作成（①の場合）、各契約書の作成を弁護
士・司法書士等に依頼する場合は、これら専門家に支払う費用が別途、必要となります。
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※上記金額は、年1回の面談及び2か月ごとの電話による見守りの場合。
任意後見発効前：（例）見守り・財産管理委任契約の場合、月額33,000円（税込み）

※金額は、ご要望により異なります。
※報酬とは別に、日当や交通費等の実費をご負担いただく場合があります。

※任意後見監督人選任の申立て時には、申立て書類の作成費のほか、家庭裁判所に支払う申立費
用が必要となります。
※任意後見発効後、家庭裁判所が選任した後見監督人に支払う報酬が別途、必要となります。金額
は、家庭裁判所が決めます。

※上記金額と事務に係る諸経費について、ご本人様死亡（または契約解除）時まで、遠州信用金庫
が提供するご本人名義の死後事務専用定期預金口座にお預けいただきます。


